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令和７年度から所得税制度に大きな見直しが行われま
した。「働きたい人が安心して働ける環境を整える」ことを
目的とし、基礎控除や給与所得控除の拡充、「年収の壁」問
題への対応、新設された特定親族特別控除、扶養控除の見
直しなどが含まれています。

１．基礎控除の拡充
基礎控除はすべての人が受けられる控除で、「最低限の生

活費には税金をかけない」という考え方に基づいています。
令和７年度からは従来の48万円から58万円に引き上げら
れました。さらに所得が低い人ほど控除額が大きくなる仕
組みが導入され、所得132万円以下なら95万円、336万円
以下なら88万円、489万円以下なら68万円、655万円以下
なら63万円と段階的に控除額が変わります。低所得者の税
負担が大幅に軽減され、働き始めたばかりの若者やパート
勤務の人にとって「税金がかからない範囲」が広がりました。
注意：�令和９年度以後基礎控除額は所得132万円以下なら95万円、 

所得132万円超なら一律58万円になります。

２．給与所得控除の引き上げ
給与所得控除は、給与収入から自動的に差し引かれる「必

要経費」です。令和７年度から最低保障額が55万円から65
万円に引き上げられました。給与収入が190万円以下の人
は一律65万円の控除を受けられるため、課税所得が減り、
税負担が軽くなります。住民税でも同様に65万円が適用さ
れるため、所得税と住民税の両方でメリットがあります。

３．「年収の壁」への対応
従来は「給与所得控除55万円+基礎控除48万円＝103

万円」が所得税のかからないラインでした。これが「給与所
得控除65万円+基礎控除95万円＝160万円」に拡大され
ました。パートやアルバイトで働く人は160万円まで所得税
がかからないことになります。これにより「103万円を超え
ると税金がかかるから働きにくい」という制約が緩和され、
安心して収入を増やせるようになりました。世帯の補助的収
入を担う人にとっては、働き方の選択肢が広がる改正です。

４．特定親族特別控除の新設
大学生年代〈19歳から23歳未満〉の子どもなど、一定

の所得がある扶養親族を対象に「特定親族特別控除」が新
設されました。親族の所得が58万円超～123万円以下（給
与収入なら123万円超～188万円以下）の場合、最大63
万円から３万円までの控除が受けられます。これにより、
子どものアルバイト収入が増えても親の扶養控除が急に使
えなくなる不利益が緩和されます。親子双方にとって安心
して働ける環境が整ったといえます。

また、扶養控除の適用範囲が整理され、特定親族特別控
除と組み合わせて柔軟に対応ができるようになりました。

住民税は所得税と同様に基礎控除・給与所得控除の引き
上げが反映され、令和８年以後は手取り収入が増える点は
見逃せません。

５．「社会保険料の壁」は変更無し
注意すべきは社会保険料の「壁」です。税金面では160

万円まで非課税枠が広がりましたが、社会保険料には別の
基準があり、年収130万円を超えると扶養から外れ、自分
で健康保険や年金保険料を負担する必要があります。「社
会保険の壁」は依然として存在するため、家計設計では「税
金と社会保険料の両方を合わせて考える」ことが重要です。

まとめ
•	� 税負担の軽減：基礎控除・給与所得控除の引き上げによ

り、所得税・住民税が減る。
•	� 働きやすさの向上：「103万円の壁」が「160万円の壁」に

拡大し、パートやアルバイトが安心して収入を増やせる。
•	� 扶養の柔軟化：特定親族特別控除により、子どものアル

バイト収入が増えても親の税負担が急増しない。
•	� 生活設計の安定：税制と社会保険料の関係を理解するこ

とで、家計の見通しを立てやすくなる。
コープのLPAグループでは、無料の学習会を行っていま

す。組合員３名以上でお申込みいただけます。下記の二次
元コードにて必要事項をご記入の上、お申し込みください。
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